
＼ Contact ／
ご家族への「想い」を、確かな「形」にしませんか。相続は、残されたご家族にとって大きな出来事です。
遺言書は、家族間の争いを防ぎ、あなたの想いを明確に伝えるための重要な手段です。大切な家族を守り、
円満な相続を実現するため、私たち専門家と一緒に「公正証書遺言」を作成しませんか。早めに準備を始め
ることで、あなたの気持ちが整理され、安心感へとつながります。まずは、お気軽にご相談ください。

06-6865-3020
大阪府豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル6階

日本経営グループ

税理士法人日本経営｜行政書士法人日本経営


